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近
代
日
本
研
究
第
三
十
三
巻
（
二
〇
一
六
年
）

研
究
ノ
ー
ト

近
代
日
本
の
都
市
庶
民
金
融

―
―
学
生
利
用
の
実
態
と
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
か
ら
の
検
討
―
―

三

科

仁

伸

は
じ
め
に

近
代
日
本
の
庶
民
金
融
機
関
の
一
つ
に
、
質
屋
が
あ
る
。
こ
の
質
屋
金
融
に
関
し
て
、
横
山
源
之
助
『
日
本
の
下
層
社
会
』

は
、「
国
家
に
銀
行
あ
り
、
貧
民
に
質
屋
（
1
）

あ
り
」
と
評
し
て
い
る
。
ま
た
、
前
田
繁
一
『
庶
民
金
融
』
は
、
無
産
階
級
者
の
質
屋

利
用
に
つ
い
て
、「
質
屋
の
厄
介
に
な
つ
て
漸
く
其
日
を
稼
ぎ
、（
中
略
）
質
屋
に
貢
ぐ
爲
に
働
き
、
質
屋
の
爲
に
泣
か
さ
（
2
）

れ
る
」

と
記
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
見
解
は
、
質
屋
を
監
督
し
た
警
察
の
側
に
も
共
有
さ
れ
て
お
り
、
静
岡
県
警
察
部
長
（
法
学
士
）
の

岩
井
敬
太
郎
は
、「
抑
も
質
屋
な
る
制
度
を
銀
行
業
以
外
に
認
む
る
所
以
の
も
の
は
、
救
済
事
業
卽
ち
救
貧
事
業
の
（
3
）

一
種
」
で
あ

る
と
述
べ
て
お
り
、
質
屋
金
融
を
貧
民
向
け
の
救
済
事
業
と
捉
え
て
い
る
。
こ
れ
は
、
質
屋
金
融
に
関
す
る
研
究
の
中
で
も
同
様
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で
あ
り
、
例
え
ば
、
渋
谷
隆
一
『
庶
民
金
融
の
展
開
と
政
策
対
応
』
は
、

「
日
本
資
本
主
義
の
構
造
的
一
環
と
し
て
質
屋
金
融
を
位
置
づ
け
、
そ
の
変

容
過
程
を
資
本
主
義
の
発
展
段
階
と
の
（
4
）

関
連
」
か
ら
捉
え
る
こ
と
を
課
題
と

し
た
。
確
か
に
、
無
産
階
級
者
の
生
活
に
密
接
し
、
彼
ら
の
生
活
資
金
を
吸

い
上
げ
る
と
す
る
質
屋
像
に
適
合
す
る
質
屋
が
存
在
し
た
こ
と
は
事
実
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
無
産
階
級
者
を
対
象
と
し
た
質
屋
の
実

態
の
み
を
以
て
、
庶
民
金
融
機
関
た
る
質
屋
を
評
価
す
る
こ
と
に
は
、
慎
重

に
な
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

筆
者
は
、
こ
う
し
た
問
題
意
識
の
も
と
、
共
同
研
究
と
し
て
、
東
京
市
芝

区
に
あ
っ
た
太
田
屋
多
田
質
店
（
以
下
、「
多
田
質
店
」
と
称
す
）
の
分
析

を

（
5
）

行
っ
た
。
重
田
・
三
科
「『
質
物
台
帳
』
か
ら
み
た
Ｔ
質
店
の
業
態
と
顧

客
の
質
入
れ
行
動
」
は
、「
質
物
台
帳
」
の
分
析
に
よ
り
、
全
体
的
な
質
入

れ
動
向
や
、
利
用
さ
れ
た
質
物
の
分
析
を
行
っ
た
が
、
利
用
客
の
個
別
具
体

的
な
質
入
れ
行
動
に
つ
い
て
は
、
充
分
に
明
ら
か
に
で
き
て
い
な
い
。
杉
山
「
戦
前
期
東
京
に
お
け
る
質
屋
業
の
統
計
的
分
析
」

が
統
計
資
料
の
分
析
結
果
か
ら
、「
質
屋
が
庶
民
金
融
機
関
と
し
て
生
活
の
一
環
と
な
っ
て
い
た
」
と
す
る
指
摘
を
踏
ま
え
る
な

ら
ば
、
利
用
客
の
質
入
れ
行
動
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
近
代
日
本
の
都
市
生
活
に
お
け
る
資
金
融
通
の
一
端
を
解
明

す
る
こ
と
に
繋
が
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
際
に
は
、
多
田
質
店
は
慶
應
義
塾
に
隣
接
し
て
い
る
と
い
う
地
域
的
特
（
6
）

性
上
、

職
人
や
職
工
に
比
し
て
学
生
の
利
用
が
多
く
み
ら
れ
る
た
め
、
彼
ら
を
対
象
と
し
た
質
入
れ
行
動
の
分
析
を
行
う
必
要
が
あ
る
と

写真 1 太田屋多田質店倉庫
典拠）『東京新聞』，1972年 3月 29日。
後方に見えるのは，慶應義塾大学旧図書館の建物。
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考
（
7
）

え
る
。

以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
基
づ
き
、
本
稿
で
は
、
大
正
期
か
ら
昭
和
戦
前
期
を
対
象
と
し
て
、
多
田
質
店
の
利
用
客
の
質
入

れ
行
動
に
関
し
て
、
特
に
学
生
の
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
課
題
と
す
る
。
具
体
的
に
は
、
第
一
に
、
先
行
研
究
の
成
果
に

基
づ
き
な
が
ら
、
多
田
質
店
の
営
業
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
。
第
二
に
、
一
九
二
五
年
を
対
象
と
し
て
、
学
生
を
中
心
と
し
た
個

別
具
体
的
な
質
入
れ
行
動
を
検
証
す
る
。
第
三
に
、
多
田
質
店
経
営
者
の
親
族
に
対
す
る
聞
き
取
り
調
査
の
結
果
に
基
づ
き
、
多

田
質
店
の
側
か
ら
利
用
者
の
動
向
を
検
証
す
る
。
こ
う
し
た
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
に
よ
る
成
果
を
用
い
る
こ
と
で
、
帳
簿
資

料
の
分
析
結
果
を
再
検
証
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
ろ
う
。

一
、
太
田
屋
多
田
質
店
の
営
業
実
態

そ
れ
で
は
、
本
稿
で
検
討
事
例
と
し
て
扱
う
多
田
質
店
の
営
業
実
態
を
、
先
行
研
究
の
成
果
を
踏
ま
え
て
確
認
し
て
お
く
。
こ

こ
で
、
表
1
と
し
て
、
芝
区
の
質
屋
概
況
を
示
し
、
図
1
と
し
て
、
多
田
質
店
の
貸
付
口
数
を
示
す
。
次
節
で
検
討
時
期
と
し
て

設
定
す
る
一
九
二
五
年
の
多
田
質
店
の
貸
付
口
数
は
八
三
五
四
口
、
総
貸
付
金
額
は
九
万
六
六
八
八
円
七
三
銭
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
こ
の
時
期
は
、
両
者
と
も
に
芝
区
の
平
均
を
大
き
く
上
回
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
点
か
ら
、
多
田
質
店
は
芝
区
内
で
比
較
的

規
模
の
大
き
な
質
屋
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
図
1
が
示
す
よ
う
に
、
多
田
質
店
の
貸
付
口
数
は
、
一
九
三
〇
年
代
前
半
ま
で

は
、
芝
区
の
一
店
当
た
り
の
平
均
を
上
回
っ
て
い
た
が
、
こ
れ
以
降
は
逆
転
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
時
期
か
ら
多
田
質
店
の

貸
付
口
数
は
減
少
傾
向
に
転
じ
て
い
る
。
一
九
三
〇
年
代
に
は
、
資
金
の
効
率
性
の
低
下
に
よ
る
質
屋
経
営
悪
化
が
発
生
し
て

（
8
）

お
り
、
こ
れ
に
よ
り
芝
区
の
一
店
当
た
り
の
平
均
も
減
少
傾
向
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

近代日本の都市庶民金融
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表1 芝区の貫屋概況

1口平均
貸付金額

2.50

2.27

2.67

3.01

3.97

5.29

7.56

8.08

9.30

8.99

9.77

8.67

8.11

7.70

8.72

8.32

7.40

6.58

6.14

6.35

6.24

6.08

5.98

6.24

6.71

7.94

10.12

典拠）東京市役所編纂兼発行『東京市統計年表』，各年より作成。
註）質屋数は，年末現在のもの。

1店平均貸付

金額（円）

14,478

12,726

13,811

15,543

20,289

28,578

34,784

39,707

42,473

37,184

41,439

54,809

41,660

42,358

46,904

44,067

37,606

32,380

31,931

36,659

37,985

40,767

39,358

42,446

45,066

49,315

54,990

口数（口）

5,800

5,613

5,176

5,159

5,116

5,404

4,599

4,915

4,568

4,135

4,241

6,324

5,139

5,504

5,381

5,293

5,081

4,918

5,199

5,777

6,087

6,700

6,580

6,803

6,711

6,214

5,434

新規貸付

金額（円）

1,476,707

1,361,684

1,505,372

1,740,801

2,272,418

2,800,653

3,269,706

2,700,080

3,652,667

1,487,373

1,823,318

2,466,402

1,833,029

1,821,410

1,969,947

2,291,481

2,030,739

1,716,141

1,756,184

2,016,254

2,051,185

2,119,888

2,125,353

2,164,721

2,298,346

2,416,418

2,804,507

口数（口）

591,635

600,543

564,140

577,802

572,937

529,552

432,278

334,190

392,830

165,390

186,609

284,561

226,121

236,674

226,002

275,261

274,373

260,646

285,926

317,722

328,709

348,417

355,295

346,955

342,278

304,474

277,144

質屋数

102

107

109

112

112

98

94

68

86

40

44

45

44

43

42

52

54

53

55

55

54

52

54

51

51

49

51

1914年

1915年

1916年

1917年

1918年

1919年

1920年

1921年

1922年

1923年

1924年

1925年

1926年

1927年

1928年

1929年

1930年

1931年

1932年

1933年

1934年

1935年

1936年

1937年

1938年

1939年

1940年
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192
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0年
193
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193
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193
6年
193
8年
194
0年
194
2年
194
4年

（口数）

多田質店
芝区一店平均

こ
う
し
た
全
体
的
な
傾
向
を
踏
ま
え
て
、
多
田
質
店
資

料
の
内
、「
人
名
簿
」
等
に
記
載
さ
れ
た
利
用
客
の
職
業

や
居
住
地
、
新
規
登
録
時
期
の
検
討
を
行
っ
た
加
治
屋

「
Ｔ
質
店
利
用
者
の
分
析
」
は
、
各
年
の
新
規
登
録
者
を

五
年
ご
と
に
分
析
し
た
結
果
、
一
九
一
六
年
以
降
は
学
生

の
新
規
登
録
が
突
出
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

そ
し
て
、
一
九
二
五
年
及
び
一
九
三
五
年
の
貸
付
金
額
と

貸
付
口
数
は
、
共
に
学
生
に
分
類
さ
れ
た
利
用
客
が
最
大

で
あ
っ
た
。
そ
の
一
方
で
、
各
年
の
取
引
人
数
は
職
工
が

最
も
多
い
こ
と
か
ら
、
こ
こ
に
多
田
質
店
の
特
質
を
見
出

し
て
い
る
。
一
九
一
五
年
・
一
九
二
五
年
・
一
九
三
五
年

の
三
ヶ
年
を
対
象
と
し
て
、「
質
物
台
帳
」
の
分
析
を

行
っ
た
重
田
・
三
科
、
前
掲
論
文
は
、
衣
類
の
質
物
利
用

が
支
配
的
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、
徐
々
に
洋
装

の
質
入
れ
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
過
程
を
明
ら
か
に
し

た
。
ま
た
、
書
籍
の
質
入
れ
が
多
く
み
ら
れ
る
要
因
と
し

て
、
学
生
に
よ
る
質
入
れ
行
動
を
指
摘
し
た
。

こ
こ
で
、
多
田
質
店
の
基
本
的
な
営
業
活
動
に
つ
い
て

図 1 多田質店貸付口数

典拠）多田質店「質物台帳」，各年；東京市役所編纂兼発行『東京市統計年表』，
各年より作成。
註 1）各年の貨付け口数は「質物台帳」記載の最終取引番号による。
註 2）多田質店取引口数の 1923年に関しては，史料欠落のため，不明。

近代日本の都市庶民金融
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触
れ
て
お
く
。
多
田
質
店
の
『
質
物
台
帳
』
の
冒
頭
部
分
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
（
9
）

い
る
。

一
、
質
物
流
期
ハ
四
ヶ
月
之
事

但
シ
、
物
品
ノ
性
質
ニ
依
リ
、
質
入
主
ト
協
議
之
上
、
別
段
之
約
束
ヲ
以
テ
此
期
限
ヲ
伸
縮
ス
ル
ヲ
得
ベ
シ

一
、
火
災
盗
難
等
ニ
罹
リ
質
物
消
滅
シ
又
ハ
紛
失
ス
ル
時
ハ
、
質
屋
ハ
貸
金
、
質
入
主
ハ
物
品
、
各
自
ノ
損
毛
ト
ス

鼠
虫
害
班
痕
微
生
変
色
等
ハ
、
旧
慣
ニ
ヨ
リ
、
質
入
主
ノ
損
毛
ト
ス

一
、
質
物
出
入
時
間

午
前
八
時
ヨ
リ
午
後
﹇

﹈
時
迄
ト
ス

但
シ
、
近
火
之
節
ハ
、
時
間
内
ト
雖
ト
モ
、
質
物
出
入
ヲ
致
サ
ズ

一
、
利
子
割
合

貸
金
貮
拾
五
銭
以
下
ハ

一
ヶ
月

金
一
銭

同

金
壱
円

以
下
ハ

一
ヶ
月

百
分
ノ
四

同

金
五
円

以
下
ハ

一
ヶ
月

百
分
ノ
三

同

金
拾
円

以
下
ハ

一
ヶ
月

百
分
ノ
二
半

こ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
流
質
期
限
は
四
ヶ
月
と
設
定
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
東
京
市
内
の
質
屋
の
衣
類
に
関
す
る
一
般

的
な
規
定
と
同
一
で
（
10
）

あ
る
。
ま
た
、
質
物
が
消
失
若
し
く
は
紛
失
し
た
場
合
に
は
、
貸
付
金
が
返
済
さ
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
質
物

の
保
管
は
質
屋
に
と
っ
て
重
要
な
事
案
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
利
息
に
関
し
て
は
、
質
屋
取
締
法
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
も
の

で
、
こ
れ
を
年
利
換
算
す
る
と
、
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
四
八
パ
ー
セ
ン
ト
に
な
る
。
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以
上
の
点
を
前
提
と
し
て
、
次
節
以
降
で
多
田
質
店
の
利
用
実
態
を
検
討
し
て
い
く
。

二
、
太
田
屋
多
田
質
店
の
利
用
実
態

本
節
で
は
、
太
田
屋
多
田
質
店
の
利
用
実
態
に
つ
い
て
、
利
用
客
の
質
入
れ
行
動
の
分
析
か
ら
検
討
し
て
い
く
。
こ
こ
で
は
、

重
田
・
三
科
、
前
掲
論
文
が
分
析
し
た
三
時
点
の
内
、
一
九
二
五
年
の
分
析
に
利
用
し
た
利
用
客
の
中
か
ら
、
利
用
期
間
及
び
職

業
階
層
の
異
な
る
四
名
を
（
11
）

選
び
、
一
年
間
の
利
用
実
態
を
詳
細
に
分
析
す
る
。
具
体
的
に
は
、
多
田
質
店
が
慶
應
義
塾
に
隣
接
し

て
い
た
と
い
う
立
地
的
特
性
を
考
慮
し
、
前
年
に
利
用
登
録
を
行
っ
た
学
生
（
Ｅ
・
Ｙ
）、
当
該
時
期
に
新
規
利
用
登
録
を
行
っ

た
学
生
（
Ｎ
・
Ｙ
）、
利
用
登
録
時
は
学
生
で
あ
り
そ
の
後
も
継
続
し
て
利
用
し
た
も
の
（
Ｋ
・
Ｉ
）、
就
職
後
に
利
用
登
録
を

行
っ
た
も
の
（
Ｍ
・
Ｔ
）
を
取
り
上
げ
る
。
な
お
、
こ
う
し
た
分
析
を
行
う
場
合
、
一
月
か
ら
一
二
月
を
一
ヶ
年
と
し
て
分
析
す

る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
る
が
、
年
末
に
集
中
的
な
利
用
が
み
ら
れ
る
質
屋
金
融
の
特
殊
事
情
に
留
意
し
、
一
九
二
四
年
九
月
か
ら

一
九
二
五
年
八
月
ま
で
の
一
二
ヶ
月
を
単
位
と
し
て
分
析
を
（
12
）

行
う
。

（
一
）
Ｅ
・
Ｙ
の
場
合

Ｅ
・
Ｙ
（
芝
区
本
町
居
住
）
は
、
一
九
二
三
年
一
二
月
一
日
に
利
用
登
録
を
行
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
当
該
期
間
に
は
、
一
定

期
間
の
取
引
実
績
の
あ
る
慶
應
義
塾
の
学
生
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
図
2
と
し
て
、
一
九
二
四
年
九
月
か
ら
一
九
二
五
年

八
月
に
至
る
、
彼
の
質
入
れ
行
動
を
示
す
。
図
2
に
よ
る
と
、
当
該
時
期
間
の
質
入
れ
口
数
は
二
五
口
で
、
貸
付
金
額
の
合
計
は

三
三
九
円
で
あ
る
。
即
ち
、
一
口
平
均
は
一
三
円
五
六
銭
と
な
る
。
こ
れ
ら
の
取
引
は
流
質
と
な
る
こ
と
は
な
く
、
一
九
二
五
年
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の
内
に
全
て
受
戻
さ
れ
て
い
る
。
質
入
れ
期
間
は
最
大
で
半
年
ほ
ど
で

あ
る
が
、
こ
れ
は
四
ヶ
月
と
さ
れ
た
流
質
期
限
を
超
過
す
る
も
の
で
あ

る
。
こ
の
間
、
利
払
い
を
行
っ
た
の
は
、
九
ヶ
月
間
質
入
れ
さ
れ
た
も

の
の
み
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
Ｅ
・
Ｙ
の
場
合
、
半
年
程
度
は
利
払
い
を

行
わ
な
く
て
も
、
流
質
の
対
象
と
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
Ｅ
・
Ｙ

が
一
定
期
間
の
取
引
実
績
が
あ
る
学
生
で
あ
る
た
め
、
多
田
質
店
側
が

猶
予
し
た
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

Ｅ
・
Ｙ
が
質
物
と
し
て
活
用
し
た
も
の
の
多
く
が
書
籍
で
あ
り
、
こ

の
他
に
時
計
や
ネ
ク
タ
イ
ピ
ン
、
背
広
、
袷
、
羽
織
な
ど
が
確
認
で
き

る
。
書
籍
の
利
用
は
、
当
該
時
期
の
学
生
に
一
般
的
な
傾
向
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
書
籍
を
大
別
す
る
と
、『
武
者
小
路
実
篤
全
集
』
や
『
大
南

北
全
集
』、『
樗
牛
全
集
』、『
獣
人
』、『
ゲ
ー
テ
全
集
』、『
ト
ル
ス
ト
イ

全
集
』、『
近
代
劇
体
系
』、『
古
典
劇
体
系
』、『
文
学
論
』
と
い
っ
た
文

学
全
集
や
小
説
、
戯
曲
に
関
す
る
も
の
か
ら
、『
銀
行
及
金
融
』
や

『
産
業
貿
易
論
』、『
日
本
経
済
史
』、『
私
有
財
産
主
義
』
と
い
っ
た
大

学
の
教
科
書
の
二
系
統
に
わ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

図
2
か
ら
、
二
月
一
四
日
か
ら
二
五
日
に
か
け
て
の
質
入
れ
（
番

号：

六
―
一
一
）
が
、
全
て
八
月
一
一
日
に
受
戻
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

典拠）多田質店資料「質物台帳 第六号 大正十三年」。K1600242-18：「質物台帳 第七号 大正十
四年」，K1600242-19より作成。
註 1）表中の黒塗りが質れ期間を示し，左端の数値が質入れ日，右端の数値が受戻し（表中の
「受」）／流質（同，「流」）日，中間の数値が利払い日を示す。
註 2）各月の，1日～10日を上旬（表中の「上」），11日～20日を中旬（同「中」），21日以降を
（同「下」）とした。

図 2 Ｅ・Ｙ質入れ行動（1924 年 9月－1925 年 8月質入分）
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確
認
で
き
る
。
こ
れ
は
、
先
述
の
教
科
書
や
文
学
全
集
類
二
三
冊
を
質
物
と
し
て
、
三
四

円
を
借
り
た
も
の
で
あ
る
が
、
受
戻
す
と
同
時
に
、
更
に
五
冊
の
書
籍
を
加
え
、
再
び
質

入
れ
（
番
号：

二
五
）
を
行
っ
て
い
る
。
同
一
の
質
物
を
繰
り
返
し
利
用
す
る
過
程
で
、

同
額
の
貸
付
金
に
対
す
る
質
物
が
一
定
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
貸
付
金
は
取
引
ご
と
に
変

動
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
ら
の
一
連
の
取
引
を
通
し
て
、
Ｅ
・
Ｙ
は
全
集
な
ど

の
書
籍
を
二
月
か
ら
一
二
月
ま
で
多
田
質
店
に
質
入
れ
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
が
、
こ
う

し
た
方
法
に
よ
り
、
質
置
き
期
間
の
延
長
を
行
っ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

尚
、
Ｅ
・
Ｙ
は
、
一
九
三
〇
年
の
登
録
情
報
に
よ
る
と
、
日
本
橋
区
本
銀
町
に
居
住
す

る
小
間
物
商
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
慶
應
義
塾
卒
業
後
も
継
続
的
に
多
田
質
店
を
利

用
し
て
い
た
と
い
え
る
。

（
二
）
Ｎ
・
Ｙ
の
場
合

Ｎ
・
Ｙ
（
北
豊
島
郡
滝
野
川
居
住
）
は
、
Ｅ
・
Ｙ
と
同
様
、
当
該
期
間
中
に
学
生
で
あ

る
が
、
一
九
二
四
年
一
二
月
三
〇
日
に
利
用
登
録
を
行
っ
て
い
る
た
め
、
当
該
期
間
に
は

新
規
の
利
用
客
で
あ
る
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
図
3
と
し
て
、
一
九
二
四
年
九
月
か

ら
一
九
二
五
年
八
月
に
至
る
、
彼
の
質
入
れ
行
動
を
示
す
。
Ｎ
・
Ｙ
の
場
合
、
当
該
期
間

の
内
、
初
め
の
質
入
れ
が
一
月
二
六
日
の
も
の
（
番
号：

一
・
二
）
で
あ
る
た
め
、
一
九

二
四
年
一
二
月
以
前
の
期
間
は
割
愛
し
た
。
図
3
に
よ
る
と
、
当
該
期
間
の
質
入
れ
口
数

図 3 Ｎ・Ｙ質入れ行動（1925 年 1月－1925 年 8月質入分）

典拠）図 2に同じ。
註 1・2）図 2に同じ。
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は
一
三
口
で
、
貸
付
金
額
の
合
計
は
二
八
円
五
銭
で
あ
る
。
即
ち
、
一
口
平
均
は
二
円
一
九
銭
と
な
る
。
こ
の
内
、
七
口
（
一
五

円
五
五
銭
）
が
受
戻
さ
れ
た
一
方
で
、
六
口
（
一
五
円
五
銭
）
が
流
質
と
な
っ
て
い
る
。
Ｎ
・
Ｙ
が
利
用
し
た
質
物
は
、『
刑
法

大
要
』
や
『
憲
法
講
話
』
と
い
っ
た
教
科
書
や
、
ズ
ボ
ン
や
オ
ー
バ
ー
と
い
っ
た
衣
類
で
あ
り
、
こ
れ
は
Ｅ
・
Ｙ
と
同
様
の
傾
向

を
示
し
て
い
る
。

図
3
か
ら
、
受
戻
し
若
し
く
は
流
質
と
な
る
ま
で
の
期
間
を
み
る
と
、
最
長
で
も
五
ヶ
月
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
Ｅ
・
Ｙ
な
ど
に

比
し
て
短
期
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
、
Ｎ
・
Ｙ
が
新
規
の
利
用
客
で
あ
る
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
多
田
質
店

で
は
、
継
続
的
な
利
用
客
に
対
し
て
、
質
置
き
期
間
の
長
期
化
を
行
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

（
三
）
Ｋ
・
Ｉ
の
場
合

Ｋ
・
Ｉ
（
芝
区
三
田
居
住
）
は
、
一
九
一
八
年
一
〇
月
五
日
に
学
生
と
し
て
利
用
登
録
を
行
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
卒
業
後
も

恒
常
的
に
多
田
質
店
を
利
用
し
続
け
た
人
物
で
（
13
）

あ
る
。
図
4
と
し
て
、
一
九
二
四
年
九
月
か
ら
一
九
二
五
年
八
月
に
至
る
、
彼
の

質
入
れ
行
動
を
示
す
。
図
4
に
よ
る
と
、
当
該
時
期
間
の
質
入
れ
口
数
は
一
五
一
口
で
、
貸
付
金
額
の
合
計
は
七
八
三
円
八
〇
銭

で
あ
る
。
即
ち
、
一
口
平
均
は
五
円
一
九
銭
と
な
る
。
こ
の
内
、
九
三
口
（
四
〇
四
円
）
が
受
戻
さ
れ
た
一
方
で
、
五
一
口
（
二

七
五
円
八
〇
銭
）
が
流
質
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
他
に
、
七
口
（
一
〇
四
円
、
番
号：

八
〇
―
八
六
）
が
下
谷
坂
本
警
察
署
に
盗

品
と
し
て
徴
収
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
徴
収
さ
れ
て
も
の
は
、
羽
織
や
袷
、
背
広
と
い
っ
た
衣
類
と
写
真
機
で
あ
る
。
ま
た
、
盗

品
の
疑
い
が
あ
る
と
し
て
、
同
署
よ
り
保
管
命
令
を
受
け
た
も
の
（
番
号：

八
七
）
も
あ
る
が
、
最
終
的
に
は
流
質
と
な
っ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
保
管
命
令
は
解
除
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

Ｋ
・
Ｉ
が
質
物
と
し
て
利
用
し
た
も
の
は
、
背
広
や
オ
ー
バ
ー
、
袷
、
羽
織
と
い
っ
た
衣
類
や
書
籍
類
で
あ
る
。
書
籍
は
、
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『
民
事
訴
訟
原
論
』
や
『
刑
事
訴
訟
法
』、『
保
険
法
論
』
と
い
っ
た
教
科
書
と
し
て
利
用
さ
れ
た
も
の
（
番
号：

七
一
）
や
、『
ノ

ア
、
ノ
ア
』
や
『
油
繪
獨
歩
記
』、『
立
体
派
未
来
派
表
現
』
と
い
っ
た
美
術
に
関
す
る
も
の
（
番
号：

九
四
）
な
ど
多
岐
に
亘
る

が
、
こ
れ
ら
の
書
籍
は
利
払
い
を
行
う
こ
と
無
く
、
流
質
と
な
る
も
の
が
多
く
確
認
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
衣
類
な
ど
に
比
し
て
、

日
常
生
活
上
の
必
要
性
が
低
い
た
め
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
一
九
二
四
年
一
一
月
五
日
に
質
入
れ
さ
れ
た
扇
風
機
（
番
号：

二
八
）

は
、
六
月
一
一
日
に
利
払
い
を
行
っ
た
後
、
七
月
四
日
に
受
戻
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
す
る
貸
付
金
は
六
円
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
冬
季
に
は
不
要
と
さ
れ
る
扇
風
機
を
質
入
れ
す
る
こ
と
で
、
多
田
質
店
を
倉
庫
と
し
て
利
用
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ

の
場
合
、
保
管
料
と
し
て
の
利
息
は
、
先
述
の
規
定
に
基
づ
き
計
算
す
る
と
一
円
二
〇
銭
と
（
14
）

な
り
、
質
入
れ
期
間
内
で
の
実
質
的

な
利
率
は
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。

図
4
か
ら
、
Ｋ
・
Ｉ
の
質
入
れ
期
間
を
み
る
と
、
同
月
内
に
受
戻
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
一
方
で
、
十
ヶ
月
以
上
利
払
い
の
無

い
も
の
な
ど
、
長
期
に
亘
る
質
入
れ
が
多
数
確
認
で
き
る
。
こ
れ
は
、
多
田
質
店
が
、
多
田
質
店
と
Ｋ
・
Ｉ
の
取
引
関
係
が
長
期

に
及
ぶ
こ
と
か
ら
、
流
質
期
限
を
明
確
に
設
定
せ
ず
、
猶
予
し
た
結
果
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
一
九
二
六
年
以
降
に
流
質
と
な
っ
た

も
の
は
、
質
入
れ
日
に
関
係
な
く
、
複
数
の
取
引
を
五
の
つ
く
日
に
処
理
し
て
い
る
。
Ｋ
・
Ｉ
の
利
用
頻
度
を
確
認
す
る
と
、
ほ

と
ん
ど
の
月
で
上
旬
・
中
旬
・
下
旬
の
す
べ
て
の
期
間
に
質
入
れ
を
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
Ｋ
・
Ｉ
は
多

田
質
店
か
ら
の
借
入
れ
に
依
拠
し
た
生
活
を
行
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
四
）
Ｍ
・
Ｔ
の
場
合

Ｍ
・
Ｔ
（
芝
区
三
田
居
住
）
は
、
一
九
一
七
年
五
月
一
六
日
に
利
用
登
録
を
行
っ
て
お
り
、
そ
の
時
点
で
専
売
局
に
勤
務
し
て

い
た
。
図
5
と
し
て
、
一
九
二
四
年
九
月
か
ら
一
九
二
五
年
八
月
に
至
る
、
彼
の
質
入
れ
行
動
を
示
す
。
図
5
に
よ
る
と
、
当
該
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図
4
Ｋ
・
Ｉ
質
入
行
動
（
1924

年
9
月
－
1925

年
8
月
質
入
分
）
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典
拠
）
図
2
に
同
じ
。

註
1・
2）
図
2
に
同
じ
。

註
3）
表
中
の
，「
徴
」
は
盗
品
と
し
て
警
察
署
に
徴
収
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
，「
命
」
は
盗
品
の
疑
い
が
あ
る
と
し
て
警
察
署
よ
り
保
管
命
令
を
受
け

た
こ
と
を
示
す
。
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図
5
Ｍ
・
Ｔ
質
入
れ
行
動
（
1924

年
9
月
－
1925

年
8
月
質
入
分
）

典
拠
）
図
2
に
同
じ
。

註
1・
2）
図
2
に
同
じ
。
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時
期
間
の
質
入
れ
口
数
は
六
五
口
で
、
貸
付
金
額
の
合
計
は
五
三
〇
円
七
〇
銭
で

あ
る
。
即
ち
、
一
口
平
均
は
八
円
一
六
銭
と
な
る
。
こ
の
内
五
三
口
（
四
八
七
円

二
〇
銭
）
が
受
戻
さ
れ
た
一
方
で
、
一
二
口
（
四
三
円
五
〇
銭
）
が
流
質
と
な
っ

て
い
る
。
Ｍ
・
Ｔ
が
質
物
と
し
て
利
用
し
て
い
た
も
の
も
、
先
述
の
事
例
と
同
様

に
、
単
物
や
帯
、
帷
子
、
背
広
と
い
っ
た
衣
類
や
、『
六
法
全
書
』
や
『
経
済
学

史
概
論
』、『
乃
木
将
軍
実
伝
』
と
い
っ
た
書
籍
な
ど
の
他
に
、
ト
ラ
ン
ク
や
時

計
、
勧
業
貯
蓄
債
券
十
円
券
な
ど
が
確
認
で
き
る
。

Ｍ
・
Ｔ
の
場
合
、
長
期
に
及
ぶ
取
引
も
あ
る
一
方
で
、
最
短
で
一
日
と
い
っ
た

比
較
的
短
期
間
で
受
戻
を
行
っ
た
取
引
が
多
数
あ
る
。
こ
れ
は
、
オ
ー
バ
ー
（
番

号：

七
）
や
時
計
（
番
号：

四
一
）
と
い
っ
た
身
の
回
り
の
品
物
を
質
物
と
し
た

も
の
で
、
当
座
の
資
金
調
達
の
必
要
が
発
生
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、
こ
れ
ら
の
事
例
を
総
合
し
て
検
討
す
る
た
め
に
、
表
2
と
し
て
、

四
名
の
受
戻
・
流
質
数
と
、
そ
れ
に
至
る
月
数
の
分
布
状
況
を
示
す
。
Ｅ
・
Ｙ
と

Ｎ
・
Ｙ
は
当
該
期
間
中
に
共
に
学
生
で
あ
る
が
、
そ
の
質
入
れ
行
動
は
、
大
き
く

異
な
る
。
表
2
か
ら
、
既
に
利
用
実
績
の
あ
る
Ｅ
・
Ｙ
に
は
、
新
規
登
録
者
の

Ｎ
・
Ｙ
に
比
し
て
、
質
置
き
期
間
が
長
期
化
す
る
傾
向
が
確
認
で
き
る
。
こ
の
よ

う
な
取
引
期
間
の
長
期
化
に
伴
う
質
置
き
期
間
の
延
長
傾
向
は
、
Ｋ
・
Ｉ
や
Ｍ
・

Ｔ
の
方
が
よ
り
顕
著
で
あ
ろ
う
。
多
田
質
店
が
慶
應
義
塾
に
隣
接
し
て
い
た
と
い

表 2 取引口数及び質置期間分布状況

質置期間分布状況（ヶ月）

流質：利払無

第 3四分位数

―

6.0

22.0

17.5

典拠）図 2に同じ。
註）質置月数分布状況の質置き期間は，利息の換算期間に基づく｡おどりに対する猶予期間が不
明なため，月をまたぐ取引の場合は，30日以内であっても，2ヶ月と換算した。

第 1四分位数

―

5.0

16.0

10.5

受戻：利払無

第 3四分位数

7.5

4.5

9.5

11.0

第 1四分位数

2.5

1.5

3.5

4.0

取引口数（口）

合計

25

13

151

65

警察
徴収

0

0

7

0

流質

利払有

0

0

1

7

利払無

0

6

50

5

受戻

利払有

0

0

7

5

利払無

25

7

86

48

E・Y

N・Y

K・I

M・T
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う
地
域
的
特
性
上
、
多
く
の
学
生
が
そ
の
利
用
客
と
な
っ
て
い
た
が
、
彼
ら
は
卒
業
後
も
多
田
質
店
を
利
用
し
続
け
て
い
た
。
そ

の
た
め
、
毎
年
、
多
く
の
学
生
を
新
規
の
利
用
客
と
で
き
る
こ
と
は
、
一
定
の
顧
客
層
を
確
保
し
続
け
ら
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て

い
る
。
但
し
、
利
用
客
の
側
か
ら
見
た
場
合
、
Ｋ
・
Ｉ
と
Ｍ
・
Ｔ
の
質
入
れ
行
動
の
比
較
か
ら
は
、
学
生
時
代
か
ら
利
用
す
る
こ

と
に
よ
る
特
典
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
四
名
の
内
、
Ｎ
・
Ｙ
以
外
の
三
名
は
、
一
九
三
五
年
段

階
で
も
、
多
田
質
店
の
利
用
を
継
続
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
（
15
）

き
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
も
解
る
よ
う
に
、
質
屋
と
利
用
客
の

関
係
は
、
十
年
以
上
に
亘
っ
て
継
続
し
得
る
も
の
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
図
2
―
図
5
に
、
当
日
内
で
の
受
戻
し
が
確
認
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
生
活
資
金
に
困
窮
し
た
利
用
の
事
例
を
見
出
す

こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
こ
で
は
、
低
利
と
は
言
い
が
た
い
利
息
を
長
期
間
か
つ
恒
常
的
に
払
い
続
け
た
上
で
多
田

質
店
を
利
用
し
て
い
た
と
い
う
実
態
を
重
視
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
井
奥
・
鎮
目
、
前
掲
論
文
が
地
域
社
会
で
果
た
し
た
質

屋
の
役
割
と
し
て
提
起
し
た
「
手
元
流
動
性
の
提
供
」
が
な
さ
れ
て
い
た
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

三
、
多
田
質
店
関
係
者
に
対
す
る
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
か
ら
の
検
討

本
節
で
は
、
本
稿
を
含
め
た
一
連
の
多
田
質
店
に
対
す
る
分
析
を
、
多
田
質
店
関
係
者
に
対
す
る
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の

成
果
か
ら
再
検
討
し
て
（
16
）

い
く
。
こ
こ
で
の
検
討
に
用
い
る
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
は
、
二
〇
一
五
年
五
月
二
七
日
に
、
井
奥
成

彦
（
慶
應
義
塾
大
学
教
授
）、
杉
山
伸
也
（
慶
應
義
塾
大
学
名
誉
教
授
）、
三
科
仁
伸
（
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
）
の
三
名
に
よ

り
、
多
田
質
店
を
経
営
し
た
多
田
隆
之
助
氏
の
長
女
で
あ
る
、
高
橋
よ
し
子
氏
を
対
象
と
し
て
行
っ
た
、
聞
き
取
り
調
査
の
成
果

に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
高
橋
氏
は
、
大
正
一
四
年
の
生
ま
れ
で
、
戦
後
に
結
婚
に
よ
り
家
を
出
る
ま
で
は
、
住
居
を
兼
ね
た
多
田
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質
店
内
で
生
活
を
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
戦
前
期
の
多
田
質
店
の
実
態
を
経
験
的
に
把
握
し
て
お
り
、
聞
き
取
り
調
査
を
行
う

上
で
、
適
切
な
人
物
と
考
え
ら
れ
る
。
本
節
の
記
述
の
う
ち
、
特
に
註
記
の
な
い
も
の
は
、
高
橋
氏
か
ら
の
聞
き
取
り
に
よ
る
も

の
で
あ
る
。

ま
ず
は
、
多
田
質
店
の
店
舗
構
造
と
営
業
動
向
に
つ
い
て
み
て
い
く
。
多
田
質
店
の
敷
地
は
四
三
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
で
あ

り
、
こ
こ
に
二
つ
の
土
蔵
と
店
舗
及
び
住
居
が
あ
っ
た
。
三
田
通
り
に
向
か
っ
て
手
前
の
土
蔵
が
二
階
建
て
で
あ
り
、
奥
の
土
蔵

が
三
階
建
て
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
奥
の
蔵
の
床
下
に
砂
利
が
敷
い
て
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
土
蔵
の
内
、
一
方
は
明
治
期
に
建
て
ら

れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
も
う
一
方
は
江
戸
時
代
か
ら
使
わ
れ
て
い
た
も
の
で
、
安
政
二
年
と
染
め
こ
ん
だ
幟
旗
が
あ
っ
た
こ
と
か

ら
、
そ
れ
以
前
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
多
田
隆
之
助
氏
に
よ
る
と
、「
土
蔵
の
壁
土
は
三
年
も
ア
ク
抜
き
し
た
と
聞
い
た
。

ト
ビ
ラ
が
す
ご
い
。
厚
さ
五
十
セ
ン
チ
近
い
の
を
左
右
の
ジ
ャ
バ
ラ
を
ぴ
し
ゃ
り
と
か
み
合
わ
せ
て
し
め
る
コ
ツ
が
大
変
。
な
に

し
ろ
全
部
ド
ロ
造
り
だ
か
ら
、
へ
た
に
や
る
と
ジ
ャ
バ
ラ
が
欠
け
ち
（
17
）

ま
う
」
よ
う
な
状
態
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
新
入
り
の
使

用
人
は
、
こ
の
あ
け
た
て
の
修
行
か
ら
は
じ
ま
っ
た
。
ま
た
、
盗
難
対
策
の
た
め
、
土
蔵
の
屋
根
は
二
層
に
な
っ
て
お
り
、
扉
は

三
重
で
あ
っ
た
。
土
蔵
の
設
計
に
は
、
質
物
保
管
の
観
点
か
ら
、
耐
震
及
び
耐
火
が
重
視
さ
れ
て
お
り
、
通
風
に
も
留
意
さ
れ

た
。「
倉
の
回
り
の
屋
根
、
板
壁
（
ト
タ
ン
は
後
年
張
ら
れ
た
）
は
、
蔵
の
中
を
い
つ
も
乾
燥
さ
せ
る
の
に
役
立
っ
た
。
大
震
災

の
時
、
倉
は
ビ
ク
と
も
せ
ず
、
あ
と
で
左
官
た
ち
が
見
学
に
き
た
ほ
ど
。
戦
災
の
時
は
わ
た
し
が
や
け
ど
し
そ
う
に
な
り
な
が
ら

（
18
）

守
っ
た
」
ほ
ど
堅
固
な
造
り
で
あ
っ
た
。
尚
、
こ
の
敷
地
内
で
、
両
替
商
や
た
ば
こ
販
売
店
も
兼
営
し
て
い
た
。

こ
の
二
つ
の
蔵
の
中
間
に
店
舗
兼
住
宅
が
あ
っ
た
。
客
間
と
座
敷
は
連
続
し
て
い
た
。
利
用
客
に
応
対
す
る
店
舗
の
入
口
に
は

柵
が
あ
り
、
銀
行
の
よ
う
な
テ
ー
ブ
ル
が
置
か
れ
て
い
た
。
利
用
客
が
持
参
し
た
質
物
の
多
く
は
衣
類
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
畳
の

上
で
丁
寧
に
た
た
み
、
土
蔵
の
中
で
保
管
し
た
。
特
に
高
価
な
衣
類
は
、
漆
や
竹
の
箱
に
入
れ
て
保
管
し
た
。
こ
う
し
た
丁
寧
な
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保
管
は
、
シ
ミ
な
ど
が
付
着
す
る
こ
と
に
よ
る
質
物
の
損
耗
を
防
ぐ
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
質
物
の
出
し
入
れ
は
小
僧
の
仕

事
で
あ
っ
た
。
尚
、
多
田
隆
之
助
自
身
は
、
ダ
イ
ヤ
の
鑑
定
に
秀
で
て
い
た
た
め
、
こ
う
し
た
装
飾
品
も
質
物
と
し
て
受
け
入
れ

て
い
た
。

敷
地
内
に
は
、
物
置
や
女
中
部
屋
、
布
団
部
屋
な
ど
が
あ
り
、
住
み
込
み
の
従
業
員
が
利
用
し
て
い
た
。
多
田
質
店
の
従
業
員

は
、
平
均
し
て
、
番
頭
が
二
人
に
対
し
て
、
小
僧
が
四
人
か
ら
五
人
で

（
19
）

あ
っ
た
。
新
規
の
利
用
客
へ
の
対
応
や
彼
ら
の
信
用
調
査

は
、
番
頭
の
仕
事
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
従
業
員
の
中
か
ら
、
多
田
質
店
か
ら
暖
簾
分
け
を
う
け
、
小
田
原
や
蒲
田
で
独
立
し
て

質
屋
業
を
営
む
も
の
も
い
た
。

こ
の
よ
う
な
多
田
質
店
を
、
多
く
の
利
用
客
は
日
常
的
に
活
用
し
て
い
た
と
い
う
。
そ
れ
は
、
戦
前
期
の
日
本
で
は
、
高
利
貸

し
を
除
き
、
他
に
小
口
で
の
資
金
貸
付
を
行
う
機
関
が
存
在
し
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。
魚
店
な
ど
を
経
営
し
て
い
た
利
用
客
の

中
に
は
、
ご
飯
の
入
っ
た
お
釜
を
も
っ
て
そ
の
日
の
買
い
付
け
資
金
を
借
り
、
商
品
が
売
れ
た
後
に
受
戻
し
に
来
る
よ
う
な
も
の

や
、
同
棲
相
手
の
衣
類
を
無
断
で
質
物
に
入
れ
る
も
の
も
い
た
が
、
多
田
質
店
の
場
合
、
こ
う
し
た
ケ
ー
ス
は
限
定
的
で
あ
っ

た
。
多
く
の
利
用
者
は
、
現
代
の
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
を
利
用
す
る
か
の
よ
う
な
利
用
を
行
っ
て
（
20
）

い
た
。

さ
ら
に
、
多
田
質
店
を
倉
庫
代
わ
り
に
利
用
す
る
も
の
も
い
た
。
そ
の
た
め
、
質
物
と
し
て
預
か
っ
た
衣
類
は
、
利
用
客
が
着

替
え
に
来
る
こ
と
を
想
定
し
て
、
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
に
出
し
て
い
た
。
慶
應
義
塾
の
学
生
や
銀
座
の
楽
団
員
の
中
に
は
、
多
田
質
店

内
で
着
替
え
を
行
う
も
の
が
、
少
な
か
ら
ず
い
た
。
こ
れ
は
、
地
方
か
ら
上
京
し
た
下
宿
生
の
場
合
、
衣
類
等
を
保
管
す
る
場
所

を
必
要
と
し
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
彼
ら
の
場
合
は
、
質
物
の
担
保
価
値
限
度
分
ま
で
資
金
を
借
り
る
こ
と
は
な

（
21
）

か
っ
た
。

ま
た
、
流
質
が
発
生
す
る
際
に
は
、
利
用
客
の
判
断
に
任
せ
る
対
応
を
行
っ
て
い
た
。
多
田
質
店
と
の
記
載
の
無
い
封
筒
を
用

い
て
流
質
期
限
が
迫
っ
て
い
る
こ
と
を
通
知
し
、
質
入
れ
主
に
流
質
か
利
息
の
支
払
い
に
よ
る
継
続
か
の
い
ず
れ
か
を
選
択
さ
せ
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た
。
こ
う
し
た
対
応
は
、
高
橋
氏
の
知
る
限
り
、
他
の
質
屋
で
は
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
多
田
質
店
に
特
有
の
制
度
で
あ
っ
た
と
の

こ
と
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
質
流
れ
と
な
っ
た
品
物
は
、
一
部
の
例
外
を
除
き
、
品
目
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
専
門
の
古
物
商
に
売

却
し
て
い
た
と
い
う
。

次
に
、
多
田
質
店
の
客
層
に
関
し
て
み
て
い
こ
う
。
多
田
質
店
の
利
用
客
は
、
そ
の
多
く
が
近
隣
地
域
に
居
住
す
る
人
で
あ
っ

た
。
ま
た
、
他
の
三
田
の
質
屋
が
庶
民
的
な
客
層
に
よ
っ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
多
田
質
店
は
比
較
的
裕
福
な
客
層
が
多
く
、
そ

の
中
で
も
慶
應
義
塾
の
学
生
の
利
用
が
特
徴
的
で
あ
っ
た
と
い
う
。
慶
應
義
塾
の
学
生
の
顕
著
な
利
用
が
あ
っ
た
背
景
に
は
、
慶

應
義
塾
に
隣
接
し
て
い
た
と
い
う
立
地
条
件
に
加
え
て
、
多
田
隆
之
助
自
身
が
慶
應
義
塾
の
学
生
に
便
宜
を
は
か
っ
て
い
た
こ
と

も
影
響
し
て
い
よ
う
。
質
屋
業
を
営
ん
で
い
た
時
期
を
、
多
田
隆
之
助
は
「
学
生
さ
ん
を
大
事
に
し
た
古
き
よ
き
時
代
だ
っ
た
ん

で
す
ね
え
」
と
回
想
し
て
い
る
。
明
治
時
代
に
は
、
卒
業
証
書
を
質
物
と
し
て
、
一
五
円
を
貸
し
付
け
た
証
文
も
残
さ
れ
て

（
22
）

い
た
。
一
般
的
に
、
学
生
が
質
物
と
し
て
多
く
活
用
し
た
も
の
は
書
籍
類
で
あ
っ
た
が
、
中
に
は
自
宅
の
蔵
か
ら
質
物
を
持
ち
出

す
も
の
も
あ
っ
た
。
彼
ら
は
他
の
学
生
を
多
田
質
店
に
紹
介
す
る
こ
と
も
あ
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
慶
應
義
塾
の
学
生
の
利
用

が
一
定
数
を
占
め
た
と
い
え
る
。
さ
ら
に
、
早
慶
戦
で
慶
應
義
塾
が
優
勝
し
た
際
に
は
、
学
生
帽
を
窓
か
ら
投
げ
入
れ
て
、
お
金

を
借
り
て
い
く
学
生
が
多
く
い
た
。
こ
れ
は
、
優
勝
祝
賀
会
を
行
う
た
め
の
当
座
の
資
金
が
不
足
し
て
い
た
た
め
の
借
入
で
あ
っ

て
、
当
時
は
学
生
帽
が
な
け
れ
ば
登
校
で
き
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
翌
日
に
は
返
済
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
取
引
は
利
息
を
発
生
さ

せ
な
か
っ
た
た
め
、
多
田
質
店
側
で
は
、
帳
簿
に
記
載
す
る
こ
と
は
な
く
、
学
生
に
資
金
を
融
通
し
て
い
た
と
い
え
る
。
同
様
の

事
例
と
し
て
、
某
部
が
優
勝
祝
賀
会
を
銀
座
で
開
く
た
め
の
資
金
に
窮
乏
し
た
際
に
は
、
優
勝
旗
を
質
物
と
し
て
資
金
を
借
り
入

れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。

先
に
み
た
よ
う
に
、
一
九
三
〇
年
代
後
半
以
降
の
多
田
質
店
の
貸
付
口
数
は
、
減
少
の
一
途
を
た
ど
っ
て
い
る
（
図
1
）。
こ
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れ
は
質
屋
金
融
の
一
般
的
な
傾
向
と
符
合
す
る
。
こ
う
し
た
当
該
時
期
の
質
屋
金
融
の
停
滞
に
加
え
て
、
戦
時
下
の
多
田
質
店
で

は
、
番
頭
を
含
め
た
従
業
員
が
徴
兵
さ
れ
た
こ
と
で
慢
性
的
な
労
働
力
不
足
に
陥
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
本
来
は
小
僧
が
行
う

べ
き
質
物
の
管
理
な
ど
を
、
多
田
隆
之
助
夫
人
が
代
行
し
て
い
た
。
従
業
員
の
殆
ん
ど
が
戦
死
（
レ
イ
テ
島
な
ど
で
玉
砕
）
し
た

結
果
、
こ
う
し
た
状
況
は
戦
後
に
至
っ
て
も
解
消
さ
れ
ず
、
そ
の
結
果
、
多
田
質
店
は
質
屋
業
を
廃
業
し
、
飲
食
店
へ
と
転
業
す

る
。
三
色
ア
イ
ス
や
シ
ロ
ッ
プ
水
（
氷
）、
プ
リ
ン
、
お
汁
粉
な
ど
を
提
供
し
て
い
た
。
こ
の
飲
食
店
は
、
多
田
隆
之
助
夫
人
の

死
に
よ
り
廃
業
し
、
そ
の
後
は
、
書
道
教
室
を
開
く
な
ど
し
た
が
、
一
九
七
二
年
に
土
地
及
び
建
物
を
慶
應
義
塾
に
売
却
し
た
。

こ
れ
は
、
多
田
隆
之
助
氏
に
よ
る
と
、「
先
代
の
遺
言
で
ね
、
万
一
手
放
す
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
た
ら
福
沢
先
生
の
と
こ
ろ
へ
と

言
わ
れ
て
た
」
た
め
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、「
間
に
は
い
っ
た
業
者
が
『
こ
ん
な
に
簡
単
に
ま
と
ま
っ
た
商
談
な

ん
て
み
た
こ
と
な
い
』
と
び
っ
く
り
」
す
る
ほ
ど
で

（
23
）

あ
っ
た
。

高
橋
氏
か
ら
の
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
に
よ
り
明
ら
か
に
な
っ
た
事
実
は
、
加
治
屋
、
前
掲
論
文
及
び
重
田
・
三
科
、
前
掲

論
文
に
よ
る
帳
簿
資
料
の
分
析
結
果
、
さ
ら
に
本
稿
第
二
節
ま
で
の
検
討
を
裏
付
け
る
内
容
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
即
ち
、
多
田

質
店
が
、
利
用
者
の
状
況
に
対
応
し
た
柔
軟
な
対
応
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
、
経
営
者
側
の
視
点
か
ら
確
認
で
き
た
と
い
え
る
。

流
質
規
定
を
厳
密
に
適
用
す
る
こ
と
な
く
、
事
前
に
利
用
客
に
確
認
を
行
う
な
ど
、
従
来
の
研
究
史
の
中
で
は
明
ら
か
に
さ
れ
え

な
か
っ
た
実
態
が
確
認
で
き
た
。
ま
た
、
従
来
そ
の
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
質
屋
の
倉
庫
的
利
用
に
関
し
て
も
、
実
際
に
行

わ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
そ
れ
故
、
貸
付
金
は
質
物
の
掛
値
限
界
に
設
定
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
質
屋

と
利
用
客
の
関
係
を
考
え
る
上
で
、
極
め
て
重
要
な
事
実
で
あ
る
。
そ
し
て
、
時
に
は
、
衣
類
の
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
に
代
表
さ
れ
る

よ
う
に
、
質
屋
の
営
業
活
動
の
領
域
に
制
限
さ
れ
な
い
活
動
を
行
っ
て
い
た
こ
と
は
、
多
田
質
店
が
利
用
客
の
生
活
を
重
視
し
た

営
業
方
針
を
採
っ
て
い
た
こ
と
の
証
左
で
あ
ろ
う
。
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お
わ
り
に

以
上
、
本
稿
で
は
、
多
田
質
店
を
事
例
と
し
て
、
庶
民
金
融
の
学
生
利
用
の
実
態
を
検
討
す
る
と
と
も
に
、
多
田
質
店
経
営
者

側
の
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
に
基
づ
く
分
析
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
明
ら
か
に
な
っ
た
点
は
、
以
下
の
三
点
に
要
約
さ

れ
よ
う
。
第
一
に
、
多
田
質
店
は
、
取
引
期
間
が
長
期
化
す
る
利
用
客
に
対
し
て
、
質
置
き
期
限
を
既
定
の
四
ヶ
月
以
上
に
す
る

な
ど
、
柔
軟
な
対
応
を
行
っ
て
い
た
。
第
二
に
、
利
用
客
の
長
期
間
に
亘
る
恒
常
的
な
利
用
は
、
彼
ら
が
質
屋
か
ら
手
元
流
動
性

の
高
い
資
金
を
調
達
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。
第
三
に
、
多
田
質
店
の
側
で
も
、
利
用
者
に
利
便
性
を
提
供
す
べ
く
、

質
屋
の
業
務
範
囲
を
超
え
た
対
応
を
行
っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
柔
軟
な
対
応
は
、
渋
谷
、
前
掲
書
な
ど
に
代
表
さ
る
よ
う
な
こ
れ

ま
で
の
研
究
の
中
で
議
論
が
及
ぶ
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
質
屋
金
融
を
行
う
上
で
、
質
店
と
顧
客
の
間
の
人
格
的
関
係
が
機
能
し

て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

で
は
、
こ
う
し
た
事
例
は
、
近
代
日
本
の
金
融
史
の
中
で
、
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
当
該
時
期
に

は
、
高
利
貸
し
を
除
け
ば
、
一
般
の
個
人
を
対
象
と
し
た
金
融
機
関
は
整
備
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
即
ち
、
現
代
に
お
け
る
サ
ラ

リ
ー
マ
ン
金
融
や
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
の
様
に
、
簡
便
に
資
金
を
調
達
す
る
手
段
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
そ
う
し
た
中

で
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
具
体
的
な
質
入
れ
行
動
に
留
意
す
る
と
、
質
屋
が
人
格
的
関
係
に
基
づ
き
、
手
元
流
動
性
の
提
供
を

担
っ
て
い
た
と
い
え
る
。
勿
論
、
そ
の
利
用
動
機
は
、
個
々
人
に
よ
り
大
き
く
異
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
さ
ら
な
る

事
例
研
究
に
よ
り
、
質
屋
金
融
と
そ
の
利
用
客
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
、
今
後
の
課
題
と
し
て
望
ま
れ
る
。
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註（
1
）
横
山
源
之
助
『
日
本
の
下
層
社
会
』、
岩
波
文
庫
、
一
九
四
九
年
、
五
五
頁
。

（
2
）
前
田
繁
一
『
庶
民
金
融
』、
日
本
評
論
社
、
一
九
二
七
年
、
一
九
六
頁
。

（
3
）
岩
井
敬
太
郎
「
湯
屋
及
質
屋
の
視
察
心
得
（
縣
下
各
警
察
署
巡
閲
の
際
各
署
員
に
試
み
た
る
應
問
の
説
明
的
訓
示
の
一
節
）」、『
警
察

協
会
雑
誌
』、
第
一
五
七
号
、
一
九
一
三
年
、
四
〇
頁
。

（
4
）
渋
谷
隆
一
『
庶
民
金
融
の
展
開
と
政
策
対
応
』、
二
〇
〇
一
年
、
一
八
八
頁
。

（
5
）
共
同
研
究
の
成
果
は
、「
近
代
日
本
の
都
市
庶
民
金
融
―
東
京
市
芝
区
Ｔ
質
店
の
研
究
―
」、『
社
会
経
済
史
学
』
第
八
〇
巻
第
三
号
、

三
頁
―
六
〇
頁
と
し
て
纏
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
内
容
は
以
下
の
論
文
に
よ
る
。
井
奥
成
彦
・
鎮
目
雅
人
「
近
代
日
本
の
庶
民
金
融
―
東

京
市
芝
区
Ｔ
質
店
の
研
究
―
」、
三
頁
―
八
頁；

杉
山
伸
也
「
戦
前
期
東
京
に
お
け
る
質
屋
業
の
統
計
的
分
析
」
同
前
、
九
頁
―
二
五

頁；

加
治
屋
智
実
「
Ｔ
質
店
利
用
者
の
分
析
」、
二
七
頁
―
四
〇
頁；

重
田
麻
紀
・
三
科
仁
伸
「『
質
物
台
帳
』
か
ら
み
た
Ｔ
質
店
の
業
態

と
顧
客
の
質
入
れ
行
動
」、
四
一
頁
―
六
〇
頁
。
表
題
中
の
「
Ｔ
質
店
」
は
、
多
田
質
店
の
こ
と
で
あ
る
。
本
稿
で
の
問
題
意
識
を
含
め
、

質
屋
金
融
に
関
す
る
研
究
史
に
関
し
て
は
、
井
奥
・
鎮
目
、
前
掲
載
論
文
を
参
照
の
こ
と
。

（
6
）
多
田
質
店
の
跡
地
は
、
現
在
の
慶
應
義
塾
大
学
三
田
キ
ャ
ン
パ
ス
東
館
の
一
部
で
あ
る
。

（
7
）
多
田
質
店
の
利
用
客
の
質
入
れ
行
動
を
包
括
的
に
解
明
す
る
た
め
に
は
、
職
人
や
職
工
層
の
検
討
も
不
可
避
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
、

紙
幅
の
制
約
上
、
学
生
層
に
限
定
し
て
検
討
を
行
い
、
他
の
職
業
階
層
に
関
し
て
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
8
）
杉
山
、
前
掲
論
文
。

（
9
）
太
田
屋
多
田
質
店
資
料
「
質
物
台
帳
」、
各
号
、
慶
應
義
塾
福
沢
研
究
セ
ン
タ
ー
所
蔵
（
以
下
、
同
様
）、
Ｋ
一
六
〇
〇
二
四
二
―
一
〜

四
二
。
史
料
の
引
用
に
際
し
て
は
、
適
宜
、
句
読
点
を
付
し
た
。

（
10
）
日
本
銀
行
調
査
局
編
集
兼
発
行
『
質
屋
ニ
関
ス
ル
調
査
』、
一
九
一
三
年
、
一
七
頁
。

（
11
）
利
用
客
の
職
業
や
居
住
地
は
、
太
田
屋
多
田
質
店
資
料
「
人
名
簿
」、
Ｋ
一
六
〇
〇
二
四
二
―
四
六
〜
四
八；

「
契
約
簿
」、
Ｋ
一
六
〇
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〇
二
四
二
―
四
九；

「
質
契
約
之
証
」、
Ｋ
一
六
〇
〇
二
四
二
―
五
〇
・
五
一
、「
人
名
契
約
」、
Ｋ
一
六
〇
〇
二
四
二
―
五
二；

「
質
契

約
人
名
簿
」、
Ｋ
一
六
〇
〇
二
四
二
―
五
三
、「
人
名
簿
」、
Ｋ
一
六
〇
〇
二
四
二
―
五
四
。

（
12
）
太
田
屋
多
田
質
店
資
料
「
質
物
台
帳

第
六
号

大
正
十
三
年
」、
Ｋ
一
六
〇
〇
二
四
二
―
一
八；

「
質
物
台
帳

第
七
号
号

大
正

十
四
年
」、
Ｋ
一
六
〇
〇
二
四
二
―
一
九
。

（
13
）
当
該
期
間
の
Ｋ
・
Ｉ
の
職
業
は
不
明
で
あ
る
。

（
14
）
七
月
四
日
に
受
戻
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
利
子
支
払
い
猶
予
の
対
象
外
と
み
な
し
、
利
息
発
生
期
間
を
八
ヶ
月
と
し
て
、
計
算
し

た
。

（
15
）
太
田
屋
多
田
質
店
資
料
「
質
物
台
帳

第
二
十
二
号

昭
和
九
年
」、
Ｋ
一
六
〇
〇
二
四
二
―
三
四；

「
質
物
台
帳

第
二
十
三
号

昭
和
十
年
」、
Ｋ
一
六
〇
〇
二
四
二
―
三
五
。

（
16
）
質
屋
に
対
す
る
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
研
究
成
果
と
し
て
は
、
小
浜
ふ
み
子
『
質
屋
の
社
会
史
』、
愛
知
大
学
経
営
総
合
科
学
研

究
所
、
二
〇
〇
〇
年
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
17
）
「
江
戸
の
な
ご
り
『
三
田
の
質
蔵
』
取
り
こ
わ
し
」、『
東
京
新
聞
』、
一
九
七
二
年
三
月
二
九
日
。

（
18
）
同
前
。

（
19
）
当
該
時
期
の
多
田
質
店
の
従
業
員
数
を
確
認
で
き
る
史
料
は
存
在
し
な
い
が
、〔
営
業
名
及
課
税
標
準
届
〕（
一
八
九
八
年
〜
一
九
一
一

年
）、
Ｋ
一
六
〇
〇
四
二
四
―
一
五
一
に
よ
る
と
、
明
治
三
〇
年
代
の
従
業
員
は
四
人
か
ら
五
人
で
あ
っ
た
。

（
20
）
こ
の
点
は
、
井
奥
・
鎮
目
、
前
掲
論
文
の
指
摘
と
も
符
合
す
る
。

（
21
）
一
般
的
に
、
家
財
書
籍
な
ど
を
資
金
需
要
の
切
迫
に
よ
ら
ず
、
保
管
の
為
に
質
入
れ
す
る
場
合
に
は
、「
質
置
主
ハ
成
ヘ
ク
借
入
金
ヲ

少
額
ニ
シ
利
息
ノ
嵩
ム
コ
ト
ナ
カ
ラ
ン
ヲ
欲
ス
ル
」
と
さ
れ
て
い
る
（
日
本
銀
行
調
査
局
編
集
兼
発
行
、
前
掲
書
、
二
五
頁
）。

（
22
）
註
（
17
）
に
同
じ
。

（
23
）
同
前
。
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